
北九州市監査公表第８号  

平成３１年２月２０日  

北九州市監査委員  井 上   勲  

 同         廣 瀨 隆 明  

 同         香 月 耕 治 

同 福 島   司 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

（１）財政援助団体 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が財政援助をしている

市民文化スポーツ局及び保健福祉局所管団体のうち、次の３団体を抽出

し、平成２９年度及び平成３０年度（平成３０年４月から同年６月末日

まで）に交付した補助金等に係る出納その他の事務の執行を対象とし

た。 

(平成３０年６月３０日現在、単位:千円） 

補助金等交付団体 

名 称 
補助金等名称 

２９年度 

交 付 額 

３０年度 

交 付 額 
所管課 

北九州マラソン実

行委員会

北九州マラソン

負担金
102,000 87,183 

市民文化

スポーツ局

スポーツ振

興課

公益財団法人

北九州産業学術推

進機構

国家戦略特区介

護ロボット開発

事業補助金

9,672 29,347 

保健福祉局

先進的介護

システム推

進室

北九州市障害者ス

ポーツ協会

北九州市障害者

スポーツ協会事

業補助金

19,654 19,651 

保健福祉局

障害福祉企

画課

※３０年度交付額は、平成３０年６月３０日現在の交付済額。 



（２）公の施設の指定管理者 

今回の監査は、市が公の施設の管理を行わせている市民文化スポーツ局

及び保健福祉局所管の指定管理者のうち、次の８団体を抽出し、平成２

９年度及び平成３０年度（平成３０年４月から同年６月末日まで）の公

の施設の管理に係る出納その他の事務の執行を対象とした。 

指定管理者名 施設名 指定期間 所管課 

株式会社 

ウ イ ン ド シ ッ プ

北九州 

北九州スタジアム 
平成 29 年 2 月 1 日～ 

平成 44 年 3 月 31 日

市民文化

スポーツ局

スポーツ振

興課

株式会社 

椛組 

旧百三十銀行ギャラ

リー

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日

市民文化

スポーツ局

文化企画課

株式会社 

スピナ 

桃園球場、桃園市民

プ ー ル 、 桃 園 庭 球

場、桃園運動場、桃

園弓道場、大谷球場

平成 27 年 4 月 1 日～ 

平成 32 年 3 月 31 日

市民文化

スポーツ局

スポーツ振

興課

戸 畑 ス ポ ー ツ コ

ミ ュ ニ テ ィ 共 同

事業体 

浅生スポーツセンタ

ー

平成 28 年 9 月 1 日～ 

平成 32 年 3 月 31 日

市民文化

スポーツ局

スポーツ振

興課

社会福祉法人 

北 九 州 市 社 会 福

祉協議会 

福祉会館、戸畑市民

会館

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日

保健福祉局

地域福祉推

進課

社会福祉法人 

春秋会 

ふれあいむら社ノ木

デイサービスセンタ

ー

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日

保健福祉局

介護保険課

社会福祉法人 

北 九 州 市 手 を つ

なぐ育成会 

浅野工芸舎
平成 28 年 4 月 1 日～ 

平成 33 年 3 月 31 日

保健福祉局

障害者支援

課



公益財団法人 

北 九 州 市 身 体 障

害者福祉協会 

西部障害者福祉会館
平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日

保健福祉局

障害福祉企

画課

２ 監査の方法 

（１）財政援助団体 

   監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、関係職員か

ら説明を聴取した。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか

等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、関係職

員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成３０年７月１１日から平成３１年２月７日まで 

４ 監査の結果 

（１）財政援助団体 

 監査に当たっては、補助金等がその目的に沿って適正に執行されてい

るか等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に当たっては、条例及び協定に沿って適正な管理が行われているか

等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 


